
②
世
帯
主
あ
て
に

｢

配
達
記
録

郵
便｣

で
送
付
し
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は
個
人
ご
と

に
な
り
ま
す
が
、
発
送
は
世
帯

主
あ
て
に
ま
と
め
て
送
付
し
ま

す
。
人
数
の
多
い
世
帯
は
、
封

筒
が
複
数
に
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

な
お
、
配
達
記
録
郵
便
で
送

付
し
ま
す
の
で
、
受
け
取
り
を

お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
75
歳
以
上
の
方
へ
の

｢

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証｣

と
は
別
に
郵
送
さ
れ
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

③
黄
色
い
封
筒
で
３
月
末
ま
で

に
郵
送
し
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は
黄
色
い
封

筒
で
３
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。

配
達
記
録
郵
便
の
た
め
、
届

く
ま
で
に
一
週
間
か
ら
10
日
間

か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
到

着
日
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
が
、
有
効
期
限
が
切
れ
る

３
月
31
日
ま
で
に
は
お
届
け
す

る
予
定
で
す
。

な
お
、
転
入
・
転
居
し
た
世

帯
や
、
住
所
地
以
外
へ
郵
便
物

の
配
達
を
希
望
す
る
世
帯
は
、

間
違
い
な
く
保
険
証
が
配
達
さ

れ
る
よ
う
に
郵
便
局
へ
の
届
け

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

④
有
効
期
限
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。有

効
期
限
は

｢

平
成
21
年
７

月
31
日
ま
で｣

(

１
年
４
ヵ
月

間)

で
す
。

た
だ
し
、
表
１
に
該
当
す
る

方
は
有
効
期
限
を
短
く
設
定
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
有
効
期

限
ま
で
に
は
、
改
め
て
保
険
証

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
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(表１)

区 分 保険証の有効期限

① 75歳に到達する方 75歳の誕生日の前日

② 70歳～74歳の方 平成20年７月31日

③ 70歳に到達する方
70歳の誕生月の月末
(誕生日が１日の方は

誕生日の前日)

④
65歳に到達する退職被保険者､
退職被扶養者

65歳の誕生月の月末
(誕生日が１日の方は

誕生日の前日)

※①75歳の誕生日から ｢後期高齢者医療制度の被保険者｣ になります｡
※②70歳～74歳の方は､ 前年所得で所得区分を判定し､ 医療費の自己
負担割合を決定して平成20年８月１日付けで更新します｡
※③70歳の誕生日の翌月 (誕生日が１日の方はその月) から前期高齢
者となり､ 所得区分を判定し､ 医療費の自己負担割合を決定して改
めて交付します｡
※④65歳以上の退職被保険者・退職被扶養者は､ 一般被保険者になり
ます｡

死
因
の
約
６
割
が
、
が
ん
、

心
臓
病
、
脳
卒
中
な
ど
の
生

活
習
慣
病
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

特
定
健
診
で
は
、
生
活
習

慣
病
の
前
段
階
で
あ
る
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の

該
当
者
と
予
備
群
を
見
つ
け

出
し
、
特
定
保
健
指
導
で
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

の
要
因
と
な
る
生
活
習
慣
の

改
善
を
図
り
ま
す
。

●
特
定
健
診
を

受
診
し
ま
し
ょ
う

対
象
者
は
40
歳
か
ら
74
歳

の
全
て
の
人
で
す
。

特
定
健
診
を
実
施
す
る
の

は
皆
さ
ん
が
加
入
し
て
い
る

各
医
療
保
険
者

(

国
民
健
康

保
険
や
社
会
保
険
な
ど)

で

す
。健

診
を｢

い
つ
、
ど
こ
で
、

ど
の
よ
う
に
、
い
く
ら
で｣

受
け
ら
れ
る
か
は
医
療
保
険

者
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
者
か

ら
届
く
案
内
に
し
た
が
っ
て

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

●
健
診
案
内
が

届
き
ま
す

国
民
健
康
保
険
の
対
象
者

は
、
４
月
中
に
健
診
案
内
が

届
き
ま
す
。

昨
年
ま
で
の
よ
う
に
、
集

団
健
診
で
受
診
で
き
る
ほ
か
、

新
た
に
市
内
の
特
定
健
診
委

託
医
療
機
関
で
受
診
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は

健
診
案
内
文
書
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

Ｑ
１
、
対
象
者
以
外
の
健
診

は
ど
う
な
る
の
で
す
か
？

国
保
に
加
入
す
る
20
歳
か

ら
39
歳
お
よ
び
75
歳
以
上
の

方
は
、
昨
年
ま
で
と
同
様
に

集
団
健
診
で
受
診
で
き
ま
す
。

４
月
の
回
覧
文
書
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

Ｑ
２
、
他
の
検
診
は
？

が
ん
検
診
は
、
こ
れ
ま
で

と
同
様
に
受
診
で
き
ま
す
。

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
が

始
ま
り
ま
す
保
健
医
療
課
国
保
年
金
係�
０
８
２
４-

７
３-

１
１
５
８
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75歳以上の方
(後期高齢者医療制度の対象者)

４月から､ 75歳以上の方 (65歳
以上で一定の障害の状態にある人
を含む) 一人一人に､ ｢後期高齢
者医療制度の保険証｣ が交付され
ます｡
※現在､ 加入している国民健康保
険や社会保険などから脱退し､ 後
期高齢者医療制度に加入すること
になりますので､ 現在使用してい
る保険証は､ ４月から使用できな
くなります｡

75歳以上の方

※３月末日までに配達記録郵便で､
一人一人に送付します｡
※受給者証のサイズで一人一枚｡

国保の方
①保険証がカードサイズ (一人一枚) になります｡
庄原市国民健康保険に加入している方は､ ４月から ｢国民健康保険
被保険者証 (保険証)｣ がカードサイズになり､ ｢一人に一枚｣ 交付し
ます｡ (国民健康保険税を１年以上滞納している世帯を除く)
現在使用している保険証は３月31日が有効期限ですので､ ４月１日
以降は新しいカードの保険証を使用してください｡ なお､ 現在使用し
ている保険証は４月になりましたら破棄し､ 届いた新しい保険証を有
効期限まで大切にご使用ください｡

70歳未満の方 (保険証) 70歳～74歳の方 (保険証兼高齢受給者証)

保健医療課医療係�0824-73-1155
国保年金係�0824-73-1158

�

����
※医療費の窓口負担割合は記載されません｡ 一
律 ｢３割｣ (義務教育就学前の子どもは２割)
です｡

※これまでは､ ｢保険証｣ と ｢高齢受給者証｣
の２枚を病院へ提示する必要がありましたが､
これからは１枚になります｡
※所得区分により医療費の窓口負担割合が ｢２
割 (平成21年３月31日まで１割)｣ か ｢３割｣
と記載されます｡


